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津市告示第１７４号 

 下記の者の差押調書（謄本）は、住所居所不明のため、送達することができ

ないので、地方税法第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２４年７月１８日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○

○ ○○○○○○○○○○

○○○○ 

○○○○○○○ ○

○○○○○○○ 
差押調書（謄本） 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第１７５号

 津市まん中広場の使用料の徴収事務の一部を次の者に委託するので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第２項の規定により告示す

る。

平成２４年７月１８日

津市長 前 葉 泰 幸

名      称 所  在  地

特定非営利活動法人

津市ＮＰＯサポートセンター

津市大門７番１５号



津市告示第１７６号

 津市まん中交流館の使用料の徴収事務の一部を次の者に委託するので、地方

自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第２項の規定により告示

する。

平成２４年７月１８日

津市長 前 葉 泰 幸

名      称 所  在  地

特定非営利活動法人

津市ＮＰＯサポートセンター

津市大門７番１５号



津市告示第１７７号

 津市センターパレスホールの使用料の徴収事務の一部を次の者に委託する

ので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第２項の規定

により告示する。

平成２４年７月１８日

津市長 前 葉 泰 幸

名      称 所  在  地

株式会社津センターパレス 津市大門７番１５号



津市告示第１７８号

 津市営駐車場の駐車料金の使用料の徴収事務の一部を次の者に委託するの

で、地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第２６条の４第１項

の規定により告示する。

平成２４年７月１８日

津市長 前 葉 泰 幸

名      称 所  在  地

三菱プレシジョン㈱中部支社 名古屋市中区錦 3-8-7 こまﾋﾞﾙ 6 階

株式会社まちづくり津夢時風 津市丸之内２９番１４号

株式会社津センターパレス 津市大門７番１５号

津駅前都市開発株式会社 津市羽所町７００番地



津市告示第１７９号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例第１２条第２項の規定に基づき撤去

し、保管している自転車等について、同条例第１６条第２項の規定により次の

とおり告示する。 

 平成２４年７月１９日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２４年 ７月 ２日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 ５ 平成２４年 ７月 ２日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年 ７月 ２日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年 ７月 ３日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２４年 ７月 ３日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年 ７月 ４日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年 ７月 ４日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２４年 ７月 ６日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 ３ 平成２４年 ７月 ６日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２４年 ７月 ９日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年 ７月 ９日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年 ７月１１日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年 ７月１１日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２４年 ７月１１日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ３ 平成２４年 ７月１３日 

２ 保管期間  

    告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第１８０号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６３条の２第３項の規定に基づ

き、社団法人全国市有物件災害共済会の平成２３年度事業経営状況を別紙のと

おり公表する。 

  平成２４年７月１９日 

津市長 前 葉 泰 幸   





津市告示第１８１号

 津市公共下水道条例（平成１８年条例第２０１号）第６条第１項の規定によ

り、指定工事店を次のとおり指定したので、同条例第１７条第１項の規定によ

り告示する。

  平成２４年７月１９日

 津市長 前 葉 泰 幸

指定した工事店

工 事 店 名 所 在 地 指  定  期  間

三重県宅内下

水事業協同組

合

津市一身田中野

３３８番地１リオ

ン江戸橋１０１号

平成２４年 ７月１５日から

平成２８年 ３月３１日まで



津市告示第１８２号

下記に係る国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。     

  平成２４年７月２４日

津市長 前 葉 泰 幸  

記

国民健康保険被保険者証

記号番号 交付年月日 無効となった日

９２２３４２７ 平成２３年１１月２９日 平成２４年７月２日

９２０９０５９ 平成２３年１０月１日 平成２４年７月３日

９２２８１４５ 平成２４年６月７日 平成２４年７月３日

１３１８３３２ 平成２３年１０月１日 平成２４年７月６日

０８９２７２８ 平成２３年１０月１日 平成２４年７月１０日



津市告示第１８３号 

 下記の者の配当計算書（謄本）及び充当通知書は、住所居所不明のため、送

達することができないので、地方税法第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２４年７月２４日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○

○ ○○○○○○○○○○

○○○○ 

○○○○○○○ ○

○○○○○○○ 

配当計算書（謄本）及び

充当通知書 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第１８４号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成７年津市告示第４号で認可した地縁による団体から告示された事項に

係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

  平成２４年７月２６日 

津市長 前 葉 泰 幸 

１ 届出者 

  藤枝町自治会 

  三重県津市藤枝町２番地 

   代表者 杉 本 嘉 直 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
三重県津市藤枝町５９番地 

代表者 五 島 善 之 

変更後 
三重県津市藤枝町２番地 

代表者 杉 本 嘉 直 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成２４年４月１日に新任されたため。 



津市告示第１８５号 

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条及び同法施行令（昭和４

２年政令第２９２号）第１２条第１項の規定により、次のとおり住民票を職権

で消除したので同条第４項の規定により告示する。 

 この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から

起算して６０日以内に、津市長に対して異議申立てをすることができる。 

また、この異議申立てに対する決定書を受け取った日の翌日から起算して３

０日以内に、三重県知事に対して審査請求をすることができる。 

なお、次のいずれかに該当するときは、当該異議申立てについての決定を経

ないで、審査請求をすることができる。 

(1) 異議申立てをした日の翌日から起算して３箇月を経過しても決定がない

とき。 

(2) その他異議申立てについての決定を経ないことにつき正当な理由がある

とき。 

平成２４年７月３１日 

津市長 前 葉 泰 幸 

１ 職権消除した住民票 

  住 所 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

  氏 名 〇〇 〇〇〇 

  生年月日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

２ 消除した年月日 

  平成２４年 ７月２４日 























































津市公告第９８号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２４年７月１９日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２４年７月１８日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市久居新町１０４３番１ほか２筆、久居野村町字野村３７２番２３６の

一部ほか３筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市久居射場町１７ 

  有限会社 青木ビル 

  代表取締役 青木 貴夫 



津市公告第９９号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２４年７月１９日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２４年７月１３日

２ 抑留期間 平成２４年７月２３日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

1 津市 

河芸町三行 

トイプード

ル 

茶 雄 小型 ９１日

以上 

首輪有り 

２ 津市 

美里町南長

野 

雑種 こげ茶 雄 中型 ９１日

以上 

首輪有り 

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市公告第１００号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２４年７月２３日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２４年７月１８日

２ 抑留期間 平成２４年７月２５日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

1 津市 

美杉町八知 

雑種 白茶黒 雄 中型 ９１日

以上 

首輪有り 

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市公告第１０１号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２４年７月２４日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２４年７月１９日

２ 抑留期間 平成２４年７月２６日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

1 津市高茶屋

小森町 

ウエルシュ

テリア 

黒茶 雌 小型 ９１日

以上 

首輪有り 

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市公告第１０２号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２４年７月２４日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２４年７月２０日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市久居新町１１７４番ほか４筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市高茶屋小森町４０００番地２ 

  株式会社川﨑ハウジング 

  代表取締役 川﨑 昌美 



津市公告第１０３号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２４年７月２４日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２４年７月２０日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市垂水字西浦２０１０番５９ほか１０筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  松阪市春日町三丁目１７６－３４ 

  株式会社レアルジャパン 

  代表取締役 髙橋 栄 



津市水道局公告第９号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  平成２４年７月１７日 

津市水道事業管理者 渡 辺 三 郎  

記 

別紙のとおり 





津市水道局公告第１０号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  平成２４年７月３０日 

津市水道事業管理者 渡 辺 三 郎  

記 

別紙のとおり 













津市選挙管理委員会告示第２８号 

 平成２４年８月２日執行の三重海区漁業調整委員会委員選挙における投票所

を次のとおり定めたので、漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第９４条にお

いて準用する公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４１条第１項の規定

により告示する。 

  平成２４年７月２４日 

                      津市選挙管理委員会 

                      委員長 坂 口 賢 次 

 第１投票区投票所    津市贄崎地区防災コミュニティセンター

 第２投票区投票所    津市白塚市民センター

 第３投票区投票所    河芸町漁業協同組合（漁村センター）

 第４投票区投票所    津市香良洲公民館 



津市選挙管理委員会告示第２９号 

 平成２４年８月２日執行の三重海区漁業調整委員会委員選挙における投票所

の開閉時間を漁業法施行令（昭和２５年政令第３０号）第６条第２項の規定に

より次のとおり定めたので、同条第３項の規定により告示する。 

  平成２４年７月２４日 

                      津市選挙管理委員会 

                      委員長 坂 口 賢 次 

  投票所を開く時間   午前７時 

  投票所を閉じる時間  午後６時 



津市選挙管理委員会告示第３０号 

 平成２４年８月２日執行の三重海区漁業調整委員会委員選挙における期日前

投票所を次のとおり定めたので、漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第９４

条において準用する公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４８条の２第

３項による読み替え後の第４１条第１項の規定により告示する。 

  平成２４年７月２４日 

                      津市選挙管理委員会 

                      委員長 坂 口 賢 次 

期日前投票所    津市本庁舎８階 大会議室Ｂ 



津市選挙管理委員会告示第３１号 

 平成２４年８月２日執行の三重海区漁業調整委員会委員選挙における津市開

票区の開票の場所及び日時を次のとおり定めたので、漁業法（昭和２４年法律

第２６７号）第９４条において準用する公職選挙法（昭和２５年法律第１００

号）第６４条の規定により告示する。 

  平成２４年７月２４日 

                      津市選挙管理委員会 

                      委員長 坂 口 賢 次 

１  開票の場所   津市本庁舎８階 大会議室Ａ

２  開票の日時   平成２４年８月２日 午後７時００分から



津市選挙管理委員会告示第３２号 

 平成２４年８月２日執行の三重海区漁業調整委員会委員選挙における津市開

票区の開票立会人となるべき者のくじを行う場所及び日時を次のように定めた

ので、漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第９４条において準用する公職選

挙法（昭和２５年法律第１００号）第６２条第６項の規定により告示する。 

  平成２４年７月２４日 

                      津市選挙管理委員会 

                      委員長 坂 口 賢 次 

１  くじを行う場所   津市選挙管理委員会事務局

２  くじを行う日時   平成２４年７月３０日 午後５時３０分



津市選挙管理委員会告示第３３号 

 平成２４年８月２日執行の三重海区漁業調整委員会委員選挙における各投票

区の投票管理者及び投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合に

おいて、その職務を代理すべき者を次のとおり選任したので、漁業法施行令（昭

和２５年政令第３０号）第９条において準用する公職選挙法施行令（昭和２５

年政令第８９号）第２５条の規定により告示する。 

  平成２４年７月２４日 

                      津市選挙管理委員会 

                      委員長 坂 口 賢 次 

１ 投票管理者

投票区 住 所 氏 名 

第 1 投票区 〇〇〇〇〇〇〇〇 鈴 木 雄 二 

第 2 投票区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 豊 田 穂三郎 

第 3 投票区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 辻   克 二 

第 4 投票区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鯖 戸   茂 

２  投票管理者に事故があり、又は欠けた場合においてその職務を代理すべき者

投票区 住 所 氏 名 

第 1 投票区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鈴 木 克 昌 

第 2 投票区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 伊 藤 和 博 

第 3 投票区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 阪   和 文 

第 4 投票区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 伊 藤 清 和 



津市選挙管理委員会告示第３４号 

 平成２４年８月２日執行の三重海区漁業調整委員会委員選挙における期日前

投票所の投票管理者及び投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場

合において、その職務を代理すべき者を次のとおり選任したので、漁業法施行

令（昭和２５年政令第３０号）第９条において準用する公職選挙法施行令（昭

和２５年政令第８９号）第４９条の７による読み替え後の同令第２５条の規定

により告示する。 

  平成２４年７月２４日 

                      津市選挙管理委員会 

                      委員長 坂 口 賢 次 

職務を行う

べき日

投 票 管 理 者 職 務 代 理 者

住 所 氏 名 住 所 氏 名

７月２５日〇〇〇〇〇〇〇〇〇 長谷川 弥八 〇〇〇〇〇〇〇〇 鈴 木 雄 二

７月２６日〇〇〇〇〇〇〇〇〇 長谷川 弥八 〇〇〇〇〇〇〇〇 鈴 木 雄 二

７月２７日〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 豊田 穂三郎 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 伊 藤 和 博

７月２８日〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 豊田 穂三郎 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 伊 藤 和 博

７月２９日〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 辻 克 二 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 阪 和 文

７月３０日〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 濱 口 秀 雄 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 古 市 三 好

７月３１日〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鯖 戸 茂 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 伊 藤 清 和

８月１日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鯖 戸 茂 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 伊 藤 清 和



津市選挙管理委員会告示第３５号 

 平成２４年８月２日執行の三重海区漁業調整委員会委員選挙における開票管

理者及び開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた場合において、そ

の職務を代理すべき者を次のとおり選任したので、漁業法施行令（昭和２５年

政令第３０号）第９条において準用する公職選挙法施行令（昭和２５年政令第

８９号）第６８条の規定により告示する。 

  平成２４年７月２４日 

                  津市選挙管理委員会

委員長 坂 口 賢 次 

１  開票管理者

   住   所    〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
   氏   名    伊  藤  和  博  

２   開票管理者に事故があり、又は欠けた場合においてその職務を
代理すべき者 

住  所    〇〇〇〇〇〇〇〇〇
氏  名    大河内 康 行



津市選挙管理委員会告示第３６号 

 平成２４年８月２日執行の三重海区漁業調整委員会委員選挙における期日前

投票所の投票管理者を次のとおり変更したので、漁業法施行令（昭和２５年政

令第３０号）第９条において準用する公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８

９号）第４９条の７による読み替え後の同令第２５条の規定により告示する。 

  平成２４年７月２８日 

                      津市選挙管理委員会 

                      委員長 坂 口 賢 次 

職務を行う

べ き 日
辞任する者 新たに選任する者

７月２９日
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

辻 克 二

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

大 西 正 浩


